
◆ 所在地   園田支所敷地内（御園１丁目 23-8） 

◆ 利用期間  年末・年始（１２月２９日～１月３日・鍵の受渡しができない日）を

除く毎日。ただし、水曜日及び１２月２８日、１月４日の夜間は利用

できません。 

◆ 利用時間    午前 ９：００～１２：００ 

午後１３：００～１７：００ 

夜間１８：００～２０：００ 

◆ 施設の鍵の受け渡しは、園田支所２階で行います。 

土・日・祝日と夜間は、園田地区会館（東園田町 4 丁目 12-4、電話 6493-0140）

で行います。 

◆ 登録料は、年間５００円です。（平成 2２年 4 月 1 日～平成 2３年 3 月 31 日） 

◆ 使用できる機器  印刷機、ラミネーター、裁断機、紙折り機、大型ホッチキス、

           DVD プレイヤー、湯沸しポット（ポットは事務局で保管して

おりますので、ご利用の際は事前にお知らせください。）他 

◆ 印刷は、１枚につき１円負担していただきます。（用紙は各自でご用意ください。）

◆ 登録グループ間の交流支援及び、地域活動との交流支援を目的とした交流会も実施して

います。 

◆ 運営は登録グループで構成する「コミュニティルーム園田運営委員会」で行います。 

  皆様方のご協力をお願いします。 


